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本マニュアルにおける化学物質とは， 

教育研究に用いる試薬及び医薬品並びに高圧ガスをいいます。ただし，カセットコンロ用

ガスボンベ等の消費生活用製品，ニッケル 63 等の放射性同位元素及び酢酸ウラニル等の国際

規制物資を除きます（化学物質管理規程第２条第１項より）。 

 

対象となる化学物質の例 

   
 

対象外となる化学物質の例 
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第 1 章 安全のための基本 
１－１ 周到な準備 

実験は，それぞれの研究室及び講座等（以下「研究室等」という。）で内容が大きく違うので，研究

室等の単位で，実験の目的や方法に沿ったリスクを管理することが重要である。そのためには，どのよ

うなリスクが存在し，どのように防止するかについて，事前に研究室等で定め，順守すること。 

実験の目的と方法を理解し，使用する局所排気装置（ドラフトチャンバー）や化学物質の点検はもち

ろん，実験のプロセスについて予想される危険性を検討しなければならない。また，実験に応じた保護

具を着用すべきである。 

ア. ドラフトチャンバー：クロロホルムやノルマルヘキサン等の特定化学物質障害予防規則及び有

機溶剤中毒予防規則に定めるものは，ドラフトチャンバー内で取扱うこと。また，それ以外の

ものは，リスクアセスメントを実施し，ばく露低減のために必要な場合は，ドラフトチャンバ

ー内で取扱うこと。 

イ. 保護具：リスクアセスメント対象物の対象となる化学物質

を取扱う際は，保護眼鏡，不浸透性の保護衣及び履物を着

用する。また，取扱う化学物質のＳＤＳまたはＧＨＳピク

トグラム（第２章を参照）を確認の上，皮膚・目刺激性，

皮膚腐食性または皮膚から吸収され健康障害を引き起こし

うる化学物質を取扱う際は，保護手袋，呼吸用保護具，防

護服，防災面等を使用する。各保護具の詳細は以下のと

おり。なお上述の保護具は，居住区域や飲食する場所で

は，着用しないこと。 

保護眼鏡 化学物質取扱者は，リスクアセスメント対象物の対象となる化学物質の使用量に

かかわらず着用すること。また，同室において，当該化学物質が使用されている時は，取

扱者以外の来訪者等も着用すること。 

保護衣 化学物質が飛散して時に直接肌に触れないことを想定し，肌の露出を避けられるサ

イズや形を選択すること。 

履物  使用する化学物質に対して不浸透性のものとし，サンダルや穴の開いた靴，ヒール

やスリッパ等は使用を避けること。 

保護手袋 使用する化学物質に対して不浸透性のものを使用すること（材質等の耐透過性等

の検討が重要）。耐熱性，フィット感やグリップなども考慮して，接触のリスクを低減す

る保護手袋を選定すること。 

呼吸用保護具 呼吸用保護具による低減措置は原則講じない。ただし，粉じん等が発生する

場所でドラフトチャンバー等による低減措置が困難な場所においては有効な呼吸用保護具

を使用すること。 

火災・爆発・破裂等の危険性を有する実験等における保護具 眼や頭部，体の防護用の保護

具を着用すること。必要に応じて，静電気対策用の保護具や防護衝立等を使用すること。 

実験系廃棄物の取扱い時 廃棄・処理・移し替え等の作業時にも，保護眼鏡を着用するこ

と。容器の移動等廃棄物を取り扱う場合も，同様に保護眼鏡，保護手袋，保護衣及び足全

体を覆う靴を着用すること。 

実験を行う上で，体調の管理も非常に重要である。体調が悪いときには，注意力が散漫になりやす

く，不測の事態に対する判断力も低下し，大きな事故を起こす危険性が増す。夜間，一人での実験も同

様である。併せて，過度な香水の使用等により，化学物質のばく露に気付き辛い場合もあるため，実験

時の体調がどのようなリスクを含むか考えること。また，実験は時間的なゆとりをもった計画を立てる

ことが重要であり，無理な計画による心理的な焦りは，普段ではしないような誤操作も起こしやすくな

る。 

    
ドラフトチャンバー             主な保護具の例 

 

皮膚・目刺激性，皮膚腐食性等の 

ＧＨＳピクトグラム 
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１－２ 安全教育 

実験を行う者は，担当指導員の指示に従い，無理な実験をしては

ならない。担当指導員は，実験を行う者に対し，実験内容の説明と

ともに，予想される危険性について説明し，化学物質，実験装置等

の正しい取扱い方法を指導しなければならない。 

また，随時実施される安全教育に関する研修へは，可能な限り出

席すること。 

 

１－３ 実験室内の整理整頓 

実験室内は，事故の発生する要因を出来る限りなくすよう，また，緊急時の避難路を確保するため，

整理整頓をしなければならない。使用後の化学物質は，直ちに保管庫に戻すことを心がけ，ドラフトや

実験台の上等に放置しない。特に，麻薬，向精神薬や毒劇物は金庫等において施錠保管し，鍵は化学物

質保管責任者が管理する。使用した実験器具類についても同様である。その際，生じた実験廃棄物や実

験廃液は，第６章に従い，廃棄又は貯留すること。 

 

１－４ 管理体制 

職員安全衛生管理規程及び化学物質管理規程（以下「規程」という。）に基づいた管理体制は，以下

のとおりである。 

化学物質取扱者：化学物質を取扱う全ての者 

研究室責任者：部局のうち，化学物質を管理する研究室等の最小単位の責任者 

部局長：各部局の長 

衛生管理者・衛生工学衛生管理者：衛生に係る技術的事項を管理する者 

化学物質管理者：化学物質に関わるリスクアセスメント（第２章を参照）の実施管理及びリスクア

セスメント対象物による労働災害が発生した場合の対応等を行う者 

保護具着用管理責任者：リスクアセスメントに基づく措置として，職員及び学生に保護具を使用さ

せる際，有効な保護具を選択する者 

産業医：職員及び学生の健康管理を行う者 

総括安全衛生管理者：職員及び学生の安全及び衛生に関する事項を統括管理する者 

 各事業場の化学物質管理者等は，以下 URL の重要なお知らせにおいて，公開している。 

化学物質管理システム（以下「ＣＲＩＳ」という。）（学内のみ接続）： 

http://yakuhinkanri-cris.shimane-u.ac.jp/CRIS_v2_0/Login.aspx 

 

１－５ 緊急時の対応 

緊急時の避難経路や消火器等の安全設備の位置

と使用方法，また，止めるべき元栓やスイッチの

位置を日ごろから確認しておく。併せて，研究室

等に合わせた緊急連絡網を作成し，連絡網には必

ず研究室責任者及び化学物質保管責任者を加える

こと。 

規程に基づいた，化学物質による事故等の異

常時の措置フローを以下に示す。 

なお，インシデントの発生を把握した場合は，

「情報の伝達規程」により直ちに学内の適切な管

理者に報告する。インシデント発生時の報告体制

は，以下ＵＲＬより公開している。 

情報の伝達について： 

https://www.shimane-

u.ac.jp/introduction/compliance/manual/index3.html 

 

なお，インシデントの発生を把握した場合は，「情報の伝達規程」により直ちに学内の適切な管理者

に報告する。インシデント発生時の報告体制は，以下ＵＲＬより公開している。 

情報の伝達について：https://www.shimane-u.ac.jp/introduction/compliance/manual/index3.html 

安全教育の様子 

異常時の措置フロー 

http://yakuhinkanri-cris.shimane-u.ac.jp/CRIS_v2_0/Login.aspx
https://www.shimane-
https://www.shimane-u.ac.jp/introduction/compliance/manual/index3.html
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第２章 化学物質の危険性の評価 
２－１ 安全データシート（ＳＤＳ）制度 

化学物質等を取扱う事業者は，ヒトやその他の生物に対して悪影響をもたらさないように化学物質等

を適切に管理する社会的責任がある。そして，事業者が取扱う化学物質を適切に管理するためには，自

らが取扱う原材料や製品等に関する有害性や取扱い上の注意等を十分に把握しておく必要がある。その

ため，対象化学物質やそれを含有する製品を事業者間で取引する際には，化学物質等を譲渡・提供する

相手の事業者に対し，その物質に関する各種の情報が記載されたＳＤＳ(Safety Data Sheet:安全デー

タシート）の提供が義務付けられている（「ＰＲＴＲ法」，「労働安全衛生法」及び「毒物及び劇物取

締法」）。 

ＳＤＳは，使用する化学物質について，毒性，可燃性，爆発性等の性質，緊急時の対応等が記載され

ているので，予め職場のあんぜんサイトやメーカー等から入手し確認すること。 

 職場のあんぜんサイト：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx 

 

２－２ ＧＨＳにおける絵表示（ピクトグラム） 

ＳＤＳや化学物質容器のラベルには，化学品の分類および表示に関

する世界調和システム（ＧＨＳ）による絵表示（ピクトグラム）が施

されており，世界的に統一された基準に従って分類された危険有害性

等を分かりやすく表示している（参考資料集｢１.ＧＨＳにおけるピ

クトグラム｣を参照）。 

 

２－３ リスクアセスメント 

化学物質のリスクアセスメントとは，化学物質

の持つ危険性や有害性を特定し，それによる作業

者への危険又は健康障害が生じるおそれの程度を

見積り，リスク低減対策を検討することを目的と

している。労働安全衛生法に基づき，令和５年４

月時点の対象物質（群）数は６７４であるが，最

終的に２９００を超える物質（群）にまで拡大さ

れる。本学では，特化則に定める特定化学物質，

有機則に定める有機溶剤，安衛則に定めるリスク

アセスメント対象物のうち濃度基準値設定物質及

びリスクアセスメント対象物のうち本学が指定す

るもの（年間使用量が 1ｋｇ以上のもの）を使用

する際は，毎年リスクアセスメントの実施が必要

となる。 

本学の実施手法として，CREATE-SIMPLE を用い

ており，リスクアセスメントの結果を研究室等内

で周知すること。 

 
また，リスクアセスメントの結果，作業者の健康障害防止のため，事業者が措置を講じる場合もあ

り，措置内容を研究室において周知する等の事業者の指示に従う必要がある。 

化学物質のリスクアセスメント等の情報を以下ＵＲＬより公開している。 

松江地区： 

https://intra.shimane-u.ac.jp/shuugyou/anzeneisei/kagakubusshitsu_matsue/kagaku01/ 

出雲地区： 

http://muw.med.shimane-u.ac.jp/safety/indexsafety.htm 

 

ＧＨＳにおけるピクトグラムの例 

CREATE-SIMPLE によるリスクアセスメント 

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx
https://intra.shimane-u.ac.jp/shuugyou/anzeneisei/kagakubusshitsu_matsue/kagaku01/
http://muw.med.shimane-u.ac.jp/safety/indexsafety.htm
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２－３－２ 作業者がリスクアセスメント対象物にばく露される濃度の低減措置等 

作業者はリスクアセスメント対象物にばく露される程度を，以下の方法等で最小限にしなければなら

ない。なお，低減措置の実施は以下の優先順位として講じること。 

① 発散源を密閉する設備，ドラフトチャンバー等を使用する。 

② 作業の方法を改善する。 

③ 代替物等を使用する。 

低減措置の実施は以上の方法により講じるものとして，呼吸用保護具による低減措置は原則講じな

い。ただし，粉じん等が発生する場所でドラフトチャンバー等による低減措置が困難な場所においては

有効な呼吸用保護具を使用する。 

また作業者は，低減措置内容及びばく露状況について，CREATE-SIMPLE における「検討したリスク低

減措置の内容，実施時期等」の記載欄又は後述する８－１作業環境測定により意見を述べることができ

る。 

 

２－４ 化学物質使用場所への掲示 

下図の注意事項を化学物質使用場所へ掲示すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項の掲示物： 

https://intra.shimane-u.ac.jp/_files/00017916/27_kagakubusshitu_keiji.pdf 

 

化学物質使用場所への掲示 

https://intra.shimane-u.ac.jp/_files/00017916/27_kagakubusshitu_keiji.pdf
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第３章 化学物質の管理 
３－１ 化学物質のレベル区分 

規程では，有害性，危険性等により，レベルを以下の４つに区分している。このレベルに応じた購入

時等の注意が必要となる。 

なお，各化学物質製品の該当法令は，ＳＤＳ等に記載されているため，該当法令を確認し，レベルに

応じた管理・取扱いを行うこと。 

 

 

対象となる化学物質

レ
ベ
ル

麻薬
及び
向精
神薬

取締法

覚醒剤
取締法

あへん
法

薬機法
化学
兵器

禁止法
毒劇法

労働
安全

衛生法

爆発物
の原料
となり得
る劇物
等の適
正な管
理等の
徹底に
ついて

消防法 化管法 高圧法

その
他，安
全衛生
連絡会
議等で
定める
化学物

質

4 麻薬
覚醒剤

及び覚醒
剤原料

けし，
あへん，
けしがら

特定物質
特定
毒物

製造
禁止
物質

〇

指定薬物

毒薬

リスク
アセス
メント
対象物

特定
化学
物質

有機
溶剤

石綿等

1

医薬用品 医薬用外品

3

硫酸，
塩酸，
過酸化
水素，
硝酸，
塩素酸
カリウ

ム，塩素
酸

ナトリウ
ム

〇
特殊
高圧
ガス

〇
高圧
ガス

尿素，
硝酸

アンモニ
ウム，
アセト
ン，

ヘキサメ
チレンテ
トラミン，
硝酸カリ
ウム

危険物

第１種
指定
化学
物質

毒物，
劇物

劇薬2

第１種
指定
物質，
第２種
指定
物質

向精
神薬
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３－２ 医薬用外品と医薬用品 

医薬用外品に関する化学物質の概要 

危険な化学物質には，爆発性，発火性のような危険性を有するもの，ヒトの健康と環境に影響を与え

るような毒性を有するもの，また，この両方を有するものがある。いずれも取扱いにおいては，その物

質がどのような性質（危険性・有害性・物理的性質）を持っているかを法令等により十分に知ることが

重要である。 

消防法：爆発性・発火性物質等は，危険物として規制する。 

毒物及び劇物取締法（以下，「毒劇法」という。）：毒性の強さにより，特定毒物，毒物，劇物を規

制する。 

爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底について：爆発物の原料となり得る化学物質の

適正な管理と爆発物を使用したテロ等の未然防止を推進する。 

特定化学物質障害予防規則（以下，「特化則」という。）：健康障害を生じさせる可能性のある物質

等を規制する。 

有機溶剤中毒予防規則（以下，「有機則」という。）：有機溶剤による中毒の予防に必要な事項を規

制する。 

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下，「化管法」とい

う。)：ＰＲＴＲ制度とＳＤＳ制度を柱として，環境に影響を与える化学物質を大量に排出する事業者

に，国への報告を義務付けている。 

(参考資料集｢２.環境汚染物質排出移動登録（ＰＲＴＲ）について｣を参照) 

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律（以下，「化学兵器禁止法」という。）：化学兵

器等の製造等を禁止するため，製造の用に供されるおそれが高い特定物質等を規制する。 

(参考資料集｢３.化学兵器禁止法について｣を参照) 

上記の法律以外にも，｢化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律｣等様々な法律により，規制を

受けていることも知っておいていただきたい。 

 

医薬用品に関する化学物質の概要 

｢麻薬及び向精神薬取締法｣，｢あへん法｣，｢覚醒剤取締法｣及び｢大麻取締法｣を，薬物四法という。我

が国では，薬物四法により，これらの物質が規制されており，各法律では，麻薬，向精神薬，あへん，

覚醒剤といった乱用薬物の用途を医療や学術等の目的に限定し，これら規制薬物の製造，輸入，輸出，

譲渡，譲受，所持等を免許制や許可制において規制を行うとともに，その違反については，処罰を課し

ている。 

｢麻薬及び向精神薬取締法｣及び「覚醒剤取締法」では，薬物の輸入，輸出，製造，流通，所持，施

用，使用等を規制しているのに対し，「あへん法」では，けしの栽培とあへんの輸入，輸出，生産，流

通，所持等を規制している。 

あへんに加工が施されたあへん製剤（あへん末，あへんチンキ，ドフール酸等）については，｢あへ

ん法｣ではなく，「麻薬及び向精神薬取締法」により規制されている。 

また，｢麻薬及び向精神薬取締法｣及び｢大麻取締法｣では，｢免許｣という用語を使用し，｢覚醒剤取締

法｣では，｢指定｣という用語により，覚醒剤及び覚醒剤原料の取扱者を限定している。また，｢あへん

法｣では，栽培の｢許可｣という用語を使用している。いずれも禁止の解除を行うという点では，法律的

効果は同一である。 

一方，「医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下，「薬機法」と

いう。）」では，指定薬物，毒薬及び劇薬の指定や貯蔵等を規制している。 

指定薬物：中枢神経系の興奮，若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く，かつ，ヒトの身

体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物とされている。 

毒薬：筋弛緩薬など毒性が強いものとして指定する医薬品。 

劇薬：劇性が強いものとして指定する医薬品。 
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３－３ 事務分掌 

本学における各法令の問合わせ先は，以下の通りである。 

 
 
３－４ 関連学内規則 

本学における化学物質に関する規則等は，以下の通りである。本学ホームページの規則集より最新版

を確認すること。 

・化学物質管理規程  

・毒物及び劇物取扱要領  

・化学物質管理システム運用要項 

・松江事業場実験系廃棄物等及び排水等に関する管理規則 

・医学部実験廃液取扱規程 

・医学部廃水取扱指導要項 

規則集：https://www.shimane-u.ac.jp/introduction/information/regulations/ 

 

 

https://www.shimane-u.ac.jp/introduction/information/regulations/
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第４章 化学物質の取扱い 
化学物質は，基本的にヒトに有害であることを認識しなければならない。従って，その取扱いについ

ては，法律等により規制を受けており，その内容を十分理解した上で，安全を考慮し，適切かつ的確な

取扱いをしなければならない。以下にレベル毎の取扱い上の主な注意事項をまとめる。 

 
 

４－１ 保管 

ア. 保管庫は，転倒等防止のため，壁又は床に固定する。 

イ. 化学物質は，容器の転倒及び落下防止対策を講じ，漏えい，発火及び盗難等が起こらないよ

う，適正に保管しなければならない。 

ウ. レベル４の化学物質は，専用の金庫にて保管する。 
エ. レベル３の化学物質は，鍵のかかる堅固な保管庫に保管する。 
オ. レベル３の化学物質のうち毒物及び劇物は，保管庫に「毒物」等及び「保管責任者名」を表示

する。 
カ. レベル２及びレベル１の化学物質は，レベル３の化学物質を保管する上記保管庫に同一保管す

ることができる。ただし，レベル３の内，毒薬は専用の保管庫とする。 
キ. 医薬品の保管庫は，人目につかず，関係者以外の出入りがない場所に設置し，鍵は，保管庫か

ら離れたところに保管する。 

実験室における保管の例を以下に示す。 

 
 

 

レベル毎の注意事項
レ
ベ
ル

購入・譲受 学外持出 保管 使用記録 システム管理 その他

4

・国の許可証等が
必要

・学内許可が必要
（様式２）

不可 専用金庫
年1回保健所等へ

の報告義務
必要

3
学内許可が必要

（様式３）
鍵のかかる堅固な

保管庫
毒劇物は年1回の
在庫量点検を実施

必要

2
研究室責任者へ

報告
必要

特定化学物質等は
作業環境測定及び
特殊検診が必要

1 不要

① 

① 麻薬は金庫に保管する。 

② レベル１～３の化学物質は，施錠可能な薬品庫において 

一緒に保管できる。 

③ 酸性物質とアルカリ性物質は離す。 

④ ガロン瓶等の重量物や液体は下段に置く。 

⑤ 保管責任者名等を掲示する。 

⑥ 保管庫を腐食するものは，密閉容器に入れ，保管庫に保管する。 

⑥ ④ 

②
，
③ 

⑤ 
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４－２ 使用記録 

ア. レベル２以上の化学物質については，法令によ

り受払量の記録等が義務付けられている。 

イ. 必要なときにその都度保管場所から取り出して

使用する。 

ウ. 使用量について，本学ではＣＲＩＳに必要事項

を必ず入力することとしている。ただし，製品

マスターが提供できないものは帳簿で管理する

こと。帳簿の様式及び記載例は，下記ＣＲＩＳ

のトップページより入手できる。 

エ. レベル１の化学物質についても，その有害性を

考慮し，同様の管理を行うことが望ましい。 

ＣＲＩＳ（学内のみ接続）：http://yakuhinkanri-cris.shimane-u.ac.jp/CRIS_v2_0/Login.aspx 

 

４－３ 各法規の取扱い上の注意点 

以下に，取扱いおける法規制ごとの相違点について記載する。 

 

４－３－１ 消防法における危険物 

１）危険物の指定数量 

危険物は，第１類から第６類に分類され，さらに性質によって指定数量が定められており，指定数量

以上の危険物を保有するためには消防署の許可が必要となる。 

また，指定数量未満であっても，指定数量の１／５を超えて保有するためには，「松江市火災予防条

例」及び｢出雲市火災予防条例｣により少量危険物保管場所として，消防署への届出が必要となるため，

研究室において１／５を超えて保有しないよう，注意が必要である。 

なお，指定数量の１／５は，２種類以上の危険物全ての総量となるので，以下の計算例で１／５を超

えないようにしなければならない。 

(Ａの貯蔵量／Ａの指定数量)+(Ｂの貯蔵量／Ｂの指定数量)+(Ｃの貯蔵量／Ｃの指定数量) ＜ １／５

であれば基準内           (参考資料集｢４.危険物の類別，指定数量及び品名等｣を参照) 

 

また，指定数量の１／５以上の危険物を実験室内に持ち込まないために，以下の屋内危険物貯蔵所ま

たは少量危険物屋内貯蔵所を設置している。併せて，保安監督者は，危険物貯蔵所毎に選任される者で

あり，危険物の取扱作業に関する保安の監督を行うため，作業者に対し必要な指示等を行う。危険物貯

蔵所を利用する者は，保安監督者の指示に従い，貯蔵が許可されている危険物の品名及び数量内で貯蔵

すること。 

 

出雲地区：基礎研究棟北側 

危険物屋内貯蔵所の貯蔵許可物質及び貯蔵許可数量： 

第４類危険物： ジエチルエーテル   ２０Ｌ 

ガソリン    ２０Ｌ 

アセトン    ３０Ｌ 

アルコール類  １８００Ｌ 

 

 

ＣＲＩＳのトップページ 

出雲地区の貯蔵所 

http://yakuhinkanri-cris.shimane-u.ac.jp/CRIS_v2_0/Login.aspx
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松江地区：危険物貯蔵庫（総合理工学部棟１号館南側） 

 危険物屋内貯蔵所の貯蔵許可物質及び数量： 

第２類危険物： 第１種可燃性固体 １．０ｋｇ 

 

第４類危険物： 特殊引火物      ５０Ｌ 

         第１石油類非水溶性 ４００Ｌ 

         第１石油類水溶性  ４００Ｌ 

アルコール類    ３００Ｌ 

          第２石油類非水溶性  ５０Ｌ 

          第２石油類水溶性   ５０Ｌ 

          第３石油類非水溶性  ５０Ｌ 

          第３石油類水溶性   ５０Ｌ 

 第５類危険物：  第１種自己反応性物質  ０．５ｋｇ 

          第２種自己反応性物質  １．０ｋｇ 

 

松江地区：危険薬品庫（生物資源科学部２号館北側 ※４区画） 

 少量危険物屋内貯蔵所の貯蔵届出物質及び数量： 

第４類危険物： 特殊引火物     ２０Ｌ 

         第１石油類非水溶性 ６０Ｌ 

         第１石油類水溶性  ４０Ｌ 

アルコール類    ６０Ｌ 

          第２石油類非水溶性 ２０Ｌ 

          第２石油類水溶性  ２０Ｌ 

※上記の数量が各区画の貯蔵上限となる 

 

２）実験室や屋内危険物貯蔵所等における注意点 

ア. 容器を転倒させたり，引きずる等しないこと。また，溶媒を移す際に，容器から溢れたり，飛

散させたりしないよう努めること。 

イ. 危険物の周辺で，火気を使用しないこと。 

ウ. ジエチルエーテルなど第４類危険物は，容器の密栓状態を保つ。また，冷蔵保管する場合は，

防爆型冷蔵庫以外に保管してはならない。 

エ. 危険物の類ごとの消化方法を事前に確認し，取扱いの際は，有効な消火剤を準備すること。 

オ. 貯蔵所で保管する場合は，危険物の容器に研究室等の名称を明記し，指定された場所に整頓し

て収納すること。 

カ. 貯蔵所での危険物の取扱いは，危険物取扱者の資格を有する者が行うか，若しくは危険物取扱

者の立ち会いのもとで行うこと。 

キ. 異常を発見したときには，直ちに保安監督者へ連絡すること。 

 

４－３－２ 毒劇法における特定毒物及び毒劇物 

１）毒劇法の規制 

毒性を有する化学物質は，毒劇法により規制されている。この法律では，毒性評価成績データから，

毒性が強く，取扱いに注意を要する化学物質について，保健衛生上の必要な管理，取扱いをすることを

目的としている。 

毒性の強いものから「毒物」「劇物」の２種類に分類し，「毒物」のうち特に毒性の著しいものが

「特定毒物」として指定されている。また，物性，解毒法の有無，通常の使用頻度・範囲及び量，製品

形態も考慮される。 

 

２）特定毒物の管理・取扱い 

特定毒物は，毒劇法及び規程により管理・取扱いが規定されている。主な管理・取扱い方法は以下の

とおりである。 

ア. 特定毒物を学術研究のために製造，輸入，使用しようとする研究者は，島根県知事の許可を受

けなければならない。 

イ. 特定毒物は，専用の金庫に保管する。 

ウ. 特定毒物は，学外に持ち出してはならない。 

松江地区の危険物貯蔵庫 

松江地区の危険薬品庫 
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３）毒劇物の管理・取扱い 

毒劇物は，毒劇法及び「毒物及び劇物取扱要領」により，管理・取扱いが規定されている。主な管

理・取扱い方法は以下のとおりである。 

ア. 施錠の出来る堅固な保管庫に保管し，盗難を防止するため，保

管庫を常に施錠する。 

イ. 地上階において，毒劇物を貯蔵する保管庫を設置する場合は，

敷地境界又は窓から離れた場所に設置しなければならない。 

ウ. 保管庫には保管責任者（規程第５条第３項に規定する者をい

う）を明記し，「医薬用外」の文字並びに毒物については赤

地に白文字で「毒物」，劇物については白地に赤文字で「劇

物」の表示をすること。 

エ. 年１回，在庫量の点検を行うこと。 

オ. 冷蔵・冷凍保管の毒劇物は，施錠できる保冷庫に保管することが望ましいが，代替えとして，

冷蔵庫に南京錠を取り付ける等で施錠状態を維持する。 

 

４－３－３ 爆発物原料物質 

爆発物原料物質とは，「爆発物の原料となり得

る劇物等の適正な管理等の徹底について（平成３

１年１月１０日）」により指定された右の１１品

目である。塩素酸カリウム等の劇物と，硝酸アン

モニウム等の非劇物で構成されている。 

本学では，爆発物原料物質の内，塩素酸カリウ

ムなどの劇物をレベル３，硝酸アンモニウムなど

の非劇物をレベル２として扱うため，化学物質保

管責任者の責任のもと以下の点に留意し，管理・

取扱うこと。 

ア. 塩素酸カリウムなどの劇物は，年１回の在庫量点検を行う。 

イ. 劇物に該当する物は，施錠設備のある保管場所への保管及び確実な施錠を行う。また，硝酸ア

ンモニウムなど非劇物も，化学物質保管責任者の責任のもと，紛失・盗難を防ぐ管理を適切に

行う。 

 

４－３－４ 安衛則に定めるリスクアセスメント対象物 

リスクアセスメント対象物とは，厚労省が示す化学物質である。 

本学においては，リスクアセスメント対象物のうち，以下のものを優先的にリスクアセスメントする

こと。 

・特化則に定める特定化学物質 

・有機則に定める有機溶剤 

・濃度基準値設定物質 

・本学が指定するもの（年間使用量が 1ｋｇ以上のもの） 

各研究室において実施したリスクアセスメント結果は，各研究室で周知の上，化学物質管理者に提

出すること。 

なお，化学物質管理者からリスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の指導があった場合

は，当該措置に従うこと。併せて，当該措置が保護具着用の場合は，保護具着用管理責任者が選択す

る適正な保護具を着用すること。 

 

表示がされた毒劇物の保管庫 

毒劇物
安衛
有機

安衛
特化

PRTR

塩素酸カリウム 〇
塩素酸ナトリウム 〇
硝酸 〇
硫酸 〇
塩酸 〇
過酸化水素 〇

硝酸アンモニウム
尿素
アセトン 〇
ﾍｷｻﾒﾁﾚﾝﾃﾄﾗﾐﾝ
（別名：ﾍｷｻﾐﾝ）

〇

硝酸カリウム

爆発物の原材料

劇
物

非
劇
物
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４－３－５ 特化則における特定化学物質 

ここでいう特定化学物質とは，健康障害を発生させる恐れの大きい化学物質のうち，発がん，皮膚

炎，神経障害その他の健康障害を予防するため，特化則で以下のように規制されている。 

第１類物質：製造許可が必要である 

第２類物質：慢性障害を発生する 

第３類物質：大量漏えいによる急性中毒を発生する 

第１類物質及び第２類物質の中には，がん原性又はその疑いのある物質があり，それらの扱う者は，

作業環境測定及び健康診断を実施しなければならない。また，その記録は３０年間保存する必要がある

（作業環境測定等に関しては，第８章を参照）。 

また，第１類物質及び第２類物質を取扱う場合は，ドラフト内での使用が定められているので，十分

な注意が必要である。 

併せて，第１類物質及び第２類物質，並びに一部の有機溶剤を取扱うドラフトは年１回，法令により

定期自主検査を実施することが義務付けられている。なお，出雲地区では生体情報・ＲＩ実験分野２階

には，共用のドラフトが設置されているので，そちらを利用することもできる。その場合は，使用簿に

使用した特定化学物質を記入すること。 

 

４－３－６ 有機則における有機溶剤 

各種の有機溶剤は，色分けによる表示義務があるため，下記の

URL から右図をプリントアウトし使用場所に必ず掲示すること。 

https://intra.shimane-

u.ac.jp/_files/00016308/yuuki_keiji270101.pdf 

 

４－３－７ 化管法における第１種指定化学物質 

化管法は，事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進

し，環境保全上の支障を未然に防止することを目的としている。

また，クロロホルム等を第１種指定化学物質と定め，年間取扱量

が一定数を超える場合は，事業者に当該物質の排出量等を国へ届

出させることを義務付けている。 

 
４－３－８ 化学兵器禁止法における特定物質等 

１）化学兵器禁止法の規制 

化学兵器禁止法は，化学兵器の製造，所持，譲渡及び譲受を禁止するとともに，毒性物質及びその原

料となる物質の内，化学兵器に用いられる可能性があるものとして，特定物質や指定物質を規制してい

る。 

 

２）特定物質の管理・取扱い 

ア. 学術研究のために製造，輸入，使用しようとする研究者は，経済産業大臣の許可を受けなけれ

ばならない。 

イ. 使用した場合は，使用した数量を経済産業大臣に届出なければならない。 

ウ. 廃棄する場合は，廃棄すべき特定物質及びその数量並びに廃棄方法を経済産業大臣に届出なけ

ればならない。 

エ. 専用の金庫に保管する。 

オ. 学外に持出してはならない。 

 

３）指定物質の管理・取扱い 

指定物質の内，化学兵器以外の用途に使用されることが少ないものは第１種指定物質，第１指定物質

以外の指定物質を第２種指定物質という。 

施錠の出来る堅固な保管庫に保管する。 

 

有機溶剤使用場所への掲示 

https://intra.shimane-
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４－３－９ 麻薬 

１）帳簿 

麻薬管理者は，帳簿を備え付け，麻薬の受払について，次の事項を記載し，最終の記載の日から２年

間保存しなければならない。 

ア. 譲り受け，廃棄した，譲り渡し，施用した麻薬の品名，数量及びその年月日 

イ. 事故届を提出した場合は，届出た麻薬の品名，数量及びその年月日 

 

２）保管 

麻薬を保管するための金庫は，以下のような条件を満たす必要が

ある。 

ア. 固定式若しくは重量金庫（移動不可能なもの） 

スチール製のロッカー，事務机の引き出し等は不可 

イ. 2 カ所以上で鍵のかかる構造（シリンダー錠とダイアル錠の

組み合わせ） 

ウ. 麻薬以外のものを入れてはならない（覚醒剤を除く）。 

（参考資料集「５.麻薬取扱者免許関係」を参照） 

 

４－３－１０ あへん及びけしがら 

１）帳簿 

麻薬管理者は，帳簿を備え付け，あへん及びけしがらの受払について，次の事項を記載しなければな

らない。 

ア. 新たに管理に属し，又は管理を離れたあへん又はけしがらの数量及びその年月日 

イ. 研究のために使用したあへん又はけしがらの数量及びその年月日 

ウ. 事故の届出をしたあへん又はけしがらの数量 

 

２）保管 

あへん及びけしがらを保管するための金庫は，上述の麻薬金庫と同様の条件を満たすこと。 

あへん及びけしがら以外のものを入れてはならない。 

 

４－３－１１ 向精神薬 

１）記録 

向精神薬取扱者は，第１種及び第２種向精神薬の受払について，次の事項を記録し，記録の日から２

年間保存しなければならない。 

ア. 譲り渡し，譲り受け，又は廃棄した向精神薬の品名，数量及び年月日 

イ. 譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所 

なお，第３種向精神薬については，記録義務はないが，在庫管理等の観点から，同様に記録すること

が望ましい。 

 

２）保管 

向精神薬は，施錠設備のある保管場所への保管及び確実な施錠を行うこと。 

（参考資料集「６.向精神薬試験研究施設設置関係」を参照） 

 

金庫の例 



14 
 

４－３－１２ 覚醒剤 

１）帳簿 

覚醒剤研究者は，帳簿を備え付け，覚醒剤の受払について，次の事項を記載し，最終の記入日から２

年間保存しなければならない。 

ア. 譲り渡し，譲り受け，施用し，施用のために交付し，研究のために使用した覚醒剤の品名，数

量及びその年月日 

イ. 譲渡又は譲受の相手方の氏名又は名称及び住所 

ウ. 事故の届出をした覚醒剤の品名，数量 

 

２）保管 

覚醒剤を保管するための金庫は，上述の麻薬金庫と同様の条件を満たすこと。 

覚醒剤以外のものを入れてはならない（麻薬を除く）。 

（参考資料集「７.覚醒剤研究者関係」を参照） 

 

４－３－１３ 覚醒剤原料 

１）帳簿 

覚醒剤原料研究者は，帳簿を備え付け，覚醒剤原料の受払について，次の事項を記載し，最終の記入

日から２年間保存しなければならない。 

ア. 譲り渡し，譲り受け，業務若しくは研究のために使用し，又は廃棄した覚醒剤原料の品名，数

量及びその年月日 

イ. 譲渡又は譲受の相手方の氏名又は名称及び住所 

ウ. 事故等により届出をした覚醒剤原料の品名，数量 

 

２）保管 

覚醒剤原料を保管するための金庫は，上述の麻薬金庫と同様の条件を満たすこと。 

（参考資料集「８.覚醒剤原料研究者関係」を参照） 

 

４－３－１４ 薬機法における指定薬物及び毒劇薬 

ア. 指定薬物は，必要最低限の量の入手にとどめること。 

イ. 廃棄を行う際は，廃棄物を盗取されない方法をもって廃棄すること。 

ウ. 毒薬は，専用の施錠できる保管庫に貯蔵すること。 

エ. 毒薬の保管庫には，黒地に白枠，白字で品名及び「毒」の文字で表示すること。 

オ. 劇薬は，他の医薬品等と区別して，保管庫に貯蔵すること。 
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第５章 化学物質の購入，持出 
５－１ レベル４の新規購入 

規程に定められたレベル４の化学物質を新規で購入する場合は，以下の手続きが必要となる。 

ア. 麻薬，覚醒剤，覚醒剤原料，けし，あへん，けしがら及び特定毒物を購入する場合は，あらか

じめ島根県から免許等の交付を受けていなければならない。 

イ. 研究室等の申請者は，監督官庁に提出する購入許可申請書類を準備し，規程の様式２｢レベル４

化学物質の新規購入等許可申請書｣に必要事項を記入の上，松江地区では各事務部の会計担当又

は総務担当へ，出雲地区では会計課へ提出する。 

ウ. 総括安全衛生管理者の許可後，松江地区では総務部人事労務課，出雲地区では医学部総務課が

購入許可証を申請者へ送付する。 

エ. 許可証の送付がなければ，当該物質を購入してはならない。 

 

５－２ レベル４の継続購入 

レベル４の化学物質を継続して購入する場合は，以下の手続きが必要となる。 

ア. 申請者は，以前に許可を得た様式２「レベル４化学物質の購入許可証」の写しと新たに様式１

に必要事項を記入の上，研究室責任者が押印し，松江地区では各事務部の会計担当又は総務担

当へ，出雲地区では会計課へ提出する。 

イ. 総括安全衛生管理者の許可後，松江地区では総務部人事労務課，出雲地区では医学部総務課が

購入許可証を申請者へ送付する。 

ウ. 許可証の送付がなければ，当該物質を購入してはならない。 

 

５－３ レベル４～２の学外持出 

レベル４の化学物質は，学外へ持出してはならない。 

 

レベル３の化学物質を学外へ持出す場合は，以下の手続きが必要となる。 

ア. 申請者は，持出日毎に許可申請する必要がある。ただし，持出先及び持出す化学物質が期間内

に同一の場合は，年度末を越えない１期間毎の申請ができる（例：４月１日から翌年３月３１

日までに，○○研究所へ，毒物であるアジ化ナトリウム２０％ｗｔ水溶液１００ｍＬを持出

す）。 

イ. 申請者は，様式３「レベル３化学物質の持出許可申請者」に必要事項を記入し，研究室責任者

が押印の上，松江地区では各事務部の会計担当又は総務担当へ，出雲地区では会計課へ提出す

る。 

ウ. 総括安全衛生管理者の許可後，松江地区では総務部人事労務課，出雲地区では医学部総務課が

持出許可証を申請者へ送付する。 

エ. 許可証の送付がなければ，当該物質を持出してはならない。 

 

レベル２の化学物質を学外に持出す場合は，事前に研究室責任者へ報告しなければならない。 

 

５－４ 一般的な化学物質の購入 

化学物質の購入は，研究・実験の計画を立てた上で，必要な量の購入を心がける。 

容量の大きい方が，少量のものより割安である場合がほとんどであるが，余分な化学物質は，保管場

所にそのまま放置され，廃棄試薬となる可能性が高い。廃棄試薬は，法律に従い，適切な処理をしなけ

ればならず，最終処理費用を考えると割高である。 

 



16 
 

第６章 化学物質の廃棄 
６－１ 学内で発生する廃棄物の概要 

大学等の教育・研究機関及び医療機関での活動は，多方面・多分野にわたっているため，茶殻，紙く

ず等の廃棄物から，教育・研究活動に伴って発生する有害物質を含む実験廃棄物，医療行為に伴い発生

する感染性廃棄物等様々である。このように，大学等から発生する廃棄物には，以下のような特徴があ

る。 

ア. 少量で多種・多様な内容・形態を含んでいる。 

イ. 季節・時間的変動が大きい。 

ウ. 発生排出源が広域に分布している。 

エ. 処理技術未開発な新規化合物や元素を含む可能性がある。 

オ. 病原性微生物及びその汚染物を含む可能性がある。 

廃棄物は，廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下，「廃掃法」という。）により，ごみ，粗大ご

み，燃え殻，汚泥，ふん尿，廃油，廃酸，廃アルカリ，動物の死体，その他の汚染物又は不要物（固形

又は液状のもの）と定義され，また，各種の廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に分別される。産業廃棄

物とは，事業活動に伴って発生する廃棄物のことであり，一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物であ

る。さらに，一般廃棄物は事業系と家庭系に区分される。従って，学内で発生する廃棄物は，産業廃棄

物と事業系一般廃棄物となり，実験廃棄物は（特別管理）産業廃棄物に該当する。 

 

 

廃掃法における廃棄物の分類 

 

産業廃棄物のうち，爆発性，毒性，感染性その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れのあ

る性状を有するものは，特別管理産業廃棄物と定められており，排出の段階から処理されるまで特に注

意して取扱うこと。 

なお，学内で発生する産業廃棄物及び一般廃棄物は，最終処分まで廃棄物収集・運搬業者，廃棄物処

分業者等にその処理を委託している。その際，排出事業者（大学）は，排出した廃棄物が適正に処理さ

れていることをマニフェストにより，管理しなければならない。 

（参考資料集「９.産業廃棄物処理法に規定されたマニフェストの流れ」） 

 

大学は，最終処分までの責任を持たなければならず，廃棄物の処理を委託する際には，処理業者の処

理能力，処理実績等の調査を十分に行う必要があり，委託した後の管理も徹底しなければならない。 

 

廃棄物

産業廃棄物（事業活動に伴って生じた廃棄物）

特別管理産業廃棄物
（爆発性，毒性，感染性のある廃棄物等）

一般廃棄物 事業系一般廃棄物
（事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外にもの）

家庭系一般廃棄物
（一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物）

特別管理一般廃棄物
（廃家電製品に含まれるＰＣＢ使用部品，感染性一般廃棄物等）

実験廃棄物
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６－２ 使用済みの化学物質容器 

化学物質が入っていた容器は，内部を洗浄し，洗液は実験

廃液貯留用のＰＥ容器に貯留する。洗浄後の容器及び洗液

（廃液）は，６－３及び６－４に従い，処分する。 

 

 

 

 

６－３ 実験廃棄物 

実験廃棄物の分別及び保管方法等については，以下書類の最新版を参照すること。 

松江地区：実験系廃棄物類管理手引き 

https://www.shimane-u.ac.jp/introduction/ems/waste_matsue/waste_matsue12.html 

出雲地区：島根大学出雲キャンパス廃棄物回収マニュアル 

https://www.shimane-u.ac.jp/gakunai/ems_izumo/kisoku_tebiki/ 

 

６－４ 実験廃液 

本学は，｢水質汚濁防止法｣及び｢下水道法｣において，特定事業場に指定されており，構内より排出す

る水を水公共下水道又は河川に放流しているため，法の規制を受けることとなる。 

従って，実験等で使用した液体は，むやみに排水口へ捨てることはできない。そのため，学内より発

生する実験廃液は定期的に回収を行い，回収された廃液は，委託契約を締結した産業廃棄物処理業者に

より処理されている。 

実験廃液の分別及び保管方法等については，以下書類の最新版を参照すること。 

松江地区：松江事業場実験系廃棄物等及び排水等に関する管理規則 

https://www.shimane-u.ac.jp/introduction/ems/waste_matsue/waste_matsue10.html 

実験系廃棄物類管理手引き（６－３を参照） 

出雲地区：医学部実験廃液取扱規程，医学部廃水取扱指導要項，排水の取扱いに関する手引書 

https://www.shimane-u.ac.jp/gakunai/ems_izumo/kisoku_tebiki/ 

 

６－５ 感染性廃棄物 

感染性廃棄物は，医療関係機関等から生じ，ヒトが感染し，若しくは感染するおそれのある病原体が

含まれ，若しくは付着している廃棄物，又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。 

出雲地区では，島根大学出雲キャンパス廃棄物回収マニュアルを参照されたい（６－３を参照）。 

 

６－６ 不要薬品 

不要薬品処分の勧奨を，年に 1 回通知する。また，退職等により使用予定がなくなった化学物質につ

いては，計画的な処分を行うこと。 

不明な点は，松江地区では総務部人事労務課，出雲地区では医学部会計課に問い合わせること。 

 

廃液貯留用のＰＥ容器 

https://www.shimane-u.ac.jp/introduction/ems/waste_matsue/waste_matsue12.html
https://www.shimane-u.ac.jp/gakunai/ems_izumo/kisoku_tebiki/
https://www.shimane-u.ac.jp/introduction/ems/waste_matsue/waste_matsue10.html
https://www.shimane-u.ac.jp/gakunai/ems_izumo/kisoku_tebiki/
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第７章 高圧ガスの管理・取扱い 
実験では，測定装置等で様々な気体化学物質（ガス）が用いられて

おり，そのほとんどはガスボンベで供給されている。ガスボンベは，

気体が高圧で充填されており，物理的危険性を有している。また，ガ

スには，毒性，爆発の危険性を有するものもあり，わずかな漏えいで

も大きな災害をもたらす恐れがある。従って，ガスボンベの正しい取

扱い及び取扱うガスの性質をよく知らなければならない。 

高圧ガスの取扱いにおける災害の防止及び安全を確保することを目

的として，｢高圧ガス保安法（以下，「高圧法」という。）｣が制定さ

れている（参考資料集「１０.高圧ガスの種類等」を参照）。 

ガスボンベにより納品された高圧ガスは，ＣＲＩＳで管理すること。 

 

７－１ ガスボンベ取扱いの注意 

ア. ボンベの運搬は，バルブを閉め，調圧器を取り外し，保護用キャップを必ずつける。運搬中は

転げ落ちたりしないように，慎重に取扱う。 

イ. ガスボンベの設置は，水平な場所に立て，ボンベ架台等に丈夫な鎖で２カ所以上しっかりと固

定する。ボンベ架台は床又は壁に固定する。 

ウ. 可燃性ガスボンベの近くには，自然発火性や引火性の化学物質を置いてはいけない。 

エ. ガスボンベは，４０℃以下の場所に保管し，直射日光，風雨の当たるところ，湿気の多いとこ

ろは避ける。 

オ. バルブの開閉は静かに行い，急激に開けたり，無理に強い力で開けたりしない。また，ガス出

口方向にヒトがいないことを確認する。 

カ. 調圧器及び導管は，取扱うガスに適したものを使用する。取付けの際は，接合部を掃除し，ね

じの規格，パッキンの材質・状態をチェックする。 

キ. 接合部のガス漏れのチェックは入念に行う。 

ク. ガスが充填されたまま，錆び等で劣化しているガスボンベは，爆発の危険がある。使用を避

け，処分等を事務部へ相談すること。 

 

７－２ 特殊高圧ガス 

｢高圧ガス保安法施行令｣において，７種類のガス［モノシラン(ＳｉＨ４)，ジシラン(Ｓｉ２Ｈ５)，ア

ルシン(ＡｓＨ３)，ホスフィン(ＰＨ３)，ジボラン(Ｂ２Ｈ６)，セレン化水素(Ｈ２Ｓｅ)，モノゲルマン

(ＧｅＨ４)］は，消費に際し，災害の発生を防止するため，特別の注意を要するものとして「特殊高圧

ガス」に指定されている。これらのガスは，自然発火性若しくは分解爆発性又は非常に高い毒性を有し

ていることから，特に危険なガスとして扱われる。 

 

７－３ 毒性ガス 

毒性ガスとは，「一般高圧ガス保安規則」に定めるアクリロニトリル等の３３物質，及び毒劇法に定

める毒物のうち，ガス（吸入）で評価された毒物であって，高圧法の定義による高圧ガスであるものを

いう。 

 

７－４ 可燃性ガス 

可燃性ガスとは，空気と混合した場合，爆発限界の下限が１０％以下のもの及び爆発限界の上限と下

限の差が２０％以上のものである。 

 

ガスボンベ 

ボンベ架台 
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７－５ 寒剤 

寒剤とは，２種以上の物質を混合して低温を得る冷却剤，及び低沸点の液体のことであり，本学で

は，主に液体窒素が使用されている。 

液体窒素は，高圧法の対象であり，以下の点に十分注意して取扱うこと。 

１）保管方法（空容器の場合を除く） 

容器は，常時換気設備が稼働している部屋で保管すること。保

管場所の出入口は，原則施錠して保管し，鍵は化学物質保管責任

者が責任を持って管理すること。 

容器は，転倒させないよう，留意すること。 

 

２）取扱い方法 

乾燥した大きめの革製手袋を着用し，使用すること。素手のま

ま，及び軍手は使用しない。 

可搬型容器は，構造上，頭部が力学的に弱いので，注意して取扱う。１０L を超える細胞保存用の

大型容器から取り出す場合は，汲み出し用サイフォン管を使用すること。 

 

３）運搬方法（１L 以下の少量は除く） 

容器は，垂直状態で，振動・衝撃を極力与えないように，２人で慎重に運搬する。絶対に，容器を

肩に担いだり，抱きかかえて運搬しないこと。 

エレベーターを利用して運搬する場合，ヒトは寒剤と同乗してはいけない。万一の停電等でエレ

ベーターが停止した場合，酸欠事故となる可能性がある。 

エレベーターでの運搬は，２人以上で行い，下階で１人が容器のみを転倒防止に配慮し，エレベ

ーターに載せて出発させ，目的階で先着していたもう１人が容器を降ろすという方法を取ること。

また，途中からヒトがエレベーターに乗らないよう，エレベーター内部入口に「液体窒素運搬中 

同乗禁止」の掲示をする。 

エレベーターが混み合う，授業日の休憩時間，昼休み時間帯等での利用は，極力避けること。 

 

可搬型容器 
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第８章 労働衛生管理 
労働衛生管理は，労働者が働く環境中に存在する，ガス・蒸気・粉じん等の有害物質や，騒音・放射

線・高熱等の有害エネルギーによる健康障害を防止するため，対策を取ることである。その基本は，

｢作業環境管理｣,｢作業管理｣，｢健康管理｣の３つである（３管理）。特に，｢作業環境管理｣は，有害要

因を工学的な対策によって作業環境から除去し，良好な作業環境を維持しようとするもので，衛生基準

（管理濃度や許容濃度）を定め，作業環境の測定を実施する（作業環境測定）ことにより，基準を超え

ない作業環境づくりを行う必要がある。また，そのために講じた対策が有効であるかどうかを定期的

に，又は必要に応じて見直し，改善することが必要である。 

 
８－１ 作業環境測定 

作業環境測定は，作業環境中に有害要因がどの程度存在し，これらの有

害要因がどの程度発生しているかを十分把握するために実施するものであ

り，環境に対応したサンプリング及び精密な分析によらなければ，正確な

測定結果を得ることが出来ない。そのため，昭和５０年に「作業環境測定

法」が制定され，作業環境測定を適切に実施するための作業環境測定士の

資格や，作業環境測定機関等について，具体的事項が定められた。さら

に，作業環境管理の良否を判断するための基準として「作業環境評価基

準」が厚生労働省により示されている。 

また，「労働安全衛生法」により，第１類，第２類特定化学物質又は第

１種，第２種有機溶剤を取扱う作業が，屋内の実験室等において常時行わ

れる場合，当該化学物質の作業環境測定が義務付けられている。 

測定結果から，以下の管理区分によって，講ずべき措置が規定されてい

る。 

 

管理区分と管理区分に応じて講ずべき措置 

管理区分 作業場の状態 講ずべき措置 
第１管理区分 当該作業場所のほとんど（９

５％以上）の場所で，気中有

害物質の濃度が管理濃度を超

えない状態 

現在の管理の，継続的維持に努める。 

第２管理区分 当該作業場所の気中有害物質

の濃度平均が管理濃度を超え

ない状態 

施設，設備，作業工程又は作業方法の点検を行

い，その結果に基づき，作業環境を改善するた

めに必要な措置を講ずるように努める。 
第３管理区分 当該作業場所の気中有害物質

の濃度平均が管理濃度を超え

る状態 

① 施設，設備，作業工程又は作業方法の点検

を行い，その結果に基づき，作業環境を改

善するために必要な措置を講ずるように努

める。 
② 有効な呼吸用保護具の使用 
③ 産業医が必要と認める場合には，健康診断

の実施その他労働者の健康保持を図るため

に必要な措置を講ずる。 
 

ＣＲＩＳの使用履歴等より，測定を実施する研究室等や測定対象項目を集計している。また，測定の

結果が第２又は第３管理区分となった場合，当該研究室等へ改善措置を求めた後，再測定を実施し，改

善効果の有無を確認することとしている（詳細は別途指針等に定める）。 

 

作業環境測定の様子 
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８－２ 作業管理 

化学物質を取扱う作業においては，作業環境測定，健康診断結果，衛生管理者による職場巡視等によ

り，現状を正しく把握し，作業方法の改善等により，個々の作業者が有害物質の蒸気や粉じんにさらさ

れる危険性を最小限にすることが重要である。取扱い作業にあたっては，以下のような点を十分考慮す

る必要がある。 

ア. 毒性や危険性の高い化学物質の使用を中止し，有害性の少ない代替物質の検討。 

イ. 作業方法の改良による，有害物質発散の防止。 

ウ. 有害物質を取扱う設備の密閉化や自動化。 

エ. 適切な保護具（保護眼鏡，手袋，マスク等）の選定。 

オ. 作業手順書を作成し，手順書に従った作業の徹底。 

カ. 作業の効率化・作業時間の短縮による，有害物質使用量の減少。 

 

８－３ 健康管理 

健康管理として，有害因子にさらされる作業に就く前の健康状態を把

握する健康診断（雇入れ時健康診断），定期的な健康診断，その結果に

基づく事後措置等を適切に講じていくことが求められる。 

「労働安全衛生法」では，以下の健康診断が義務付けられている。な

お，学生に関しても，同様の健康診断，若しくはこれに対応した健康診

断結果を把握しておく必要がある。 

ア. 雇入れ時の健康診断 

イ. 定期健康診断（１年以内に１回） 

ウ. 特定化学物質，有機溶剤を取扱う作業者の特別健康診断（６カ月に１回） 
ＣＲＩＳの使用履歴等をもとに，特別健康診断の受診者や診断項目を集計している。 

エ. 安衛則第 577 条の 2 第 3 項に基づく健康診断（リスクアセスメントの結果、健康障害発生リ

スクが許容される範囲を超えると判断された場合等に、健康影響を確認するために実施す

るもの） 
オ. 安衛則第 577 条の 2 第 4 項に基づく健康診断（ばく露の程度を抑制するための局所排気装置が

正常に稼働していないなど、何らかの異常事態が判明し、取扱い者 等が濃度基準値を超えて当

該リスクアセスメント対象物にばく露したおそれが生じた場合に実施するもの） 
 

ア～ウは定期的に行うため、化学物質取扱者に対して事務的に案内されるものであるが，エ及びオは

突発的に行うものである。エ及びオの実施要否の考え方を以下に示すので，化学物質取扱者は，必要に

応じて，１－５の異常時の措置フローに準じて，各事業場の総括安全衛生管理者に申し出ること。 

 

安衛則第 577 条の 2 第 3 項に基づく健康診断の実施の要否の考え方 

以下の状況を勘案し、取扱い者等の健康障害発生リスクが許容できる範囲を超えるか否か検討。 

ⅰ）当該化学物質の有害性及びその程度 

ⅱ）ばく露の程度（呼吸域の濃度や取扱量） 

ⅲ）取扱い者等のばく露履歴（作業期間、作業頻度、作業（ばく露）時間） 

ⅳ）作業の負荷の程度 

ⅴ）工学的措置（局所排気装置等）の実施状況（正常に稼働しているか等） 

ⅵ）呼吸用保護具の使用状況（要求防護係数による選択状況、定期的なフィットテストの実施状

況） 

ⅶ）取扱方法（皮膚等障害化学物質等を取り扱う場合、不浸透性の保護具の使用状況、直接接触

するおそれの有無や頻度） 

 

以下のいずれかに該当する場合は、第３項健診を実施することが望ましい。 

ⅰ）濃度基準値がある物質について、八時間濃度基準値を超える短時間ばく露が１日に５回以上

ある場合等、濃度基準値告示第３号に規定する努力義務を満たしていない場合 

ⅱ）リスク低減措置として呼吸用保護具の使用が求められている場合に、呼吸用保護具を使用し

ていない場合、または、使用方法が不適切で、必要な防護能力が得られていないと考えられる

場合 

健康診断の様子 
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ⅲ）不浸透性の保護手袋等の保護具を適切に使用しないで、皮膚吸収性有害物に直接触れる作業

を行っている場合（遅発性の健康障害に関する健康診断）、または、皮膚刺激性有害物に直接

触れる作業を行っている場合 

ⅳ）濃度基準値がない物質について、漏洩事故等により大量ばく露した場合 

ⅴ）その他工学的措置や保護具でのばく露制御が不十分と判断される場合 

・リスクアセスメントに基づき講じたリスク低減措置や取扱い者等のリスクアセスメント対象物

へのばく露状況等の記録の作成時期に、取扱い者等のリスクアセスメント対象物へのばく露の

状況、工学的措置や保護具使用が適切になされているかを確認し、第３項健診の実施の要否を

判断することが望ましい。 

・リスクアセスメントの結果に基づき講じたリスク低減措置や取扱い者等のリス クアセスメント

対象物へのばく露の状況等について、１年を超えない期間ごとに１回、定期に記録を作成する

ことが義務づけられている。 

・第３項健診の要否を判断したときは、その判断根拠について記録を作成し、保存しておくこと

が望ましい。 

・過去に一度もリスクアセスメントを実施したことが無い場合は、令和７年３月３１日までにリ

スクアセスメントを実施し、第３項健診の要否を判断することが望ましい。 

 

安衛則第 577 条の 2 第 4 項に基づく健康診断の実施の要否の考え方 

以下のいずれかに該当する場合は、取扱い者等が濃度基準値を超えてばく露したおそれがあるこ

とから、速やかに実施する必要がある 

ⅰ）リスクアセスメントにおける実測（数理モデルで推計した呼吸域（呼吸用保護具の外側）の

濃度が濃度基準値の 1/2 程度を超える等により総括安全衛生管理者等が行う確認測定の濃度を

含む）または数理モデルによる呼吸域の濃度の推計もしくは定期的な濃度測定による呼吸域の

化学物質の濃度が、濃度基準値を超えていた場合で、以下のいずれかに該当する場合 

・工学的措置が適切に実施されていないことが判明した場合 

・必要な呼吸用保護具を使用していない場合 

・必要な呼吸用保護具の使用方法が不適切で必要な防護能力が得られていないと考えられる場合 

・その他、工学的措置や呼吸用保護具でのばく露の制御が不十分と判断される場合 

ⅱ）漏洩事故等により濃度基準値がある物質に大量ばく露した場合 

※この場合は、まずは医師の診察を受けることが望ましい 
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１． ＧＨＳにおけるピクトグラム 

□危険有害性を表す絵表示 

（菱形枠は赤色，中のシンボルは黒色が用いられる。危険有害性の種類，区分によって使用される絵表

示が多少異なるので詳細は GHS 文書を参照のこと） 

絵 

表 

示 
    

概 

要 

火薬類 

自己反応性化学品 

有機過酸化物 

可燃性・引火性ガス 

可燃性・引火性エアゾール 

引火性液体，可燃性固体 

自己反応性化学品 

自然発火性液体，自然発火性固体 

自己発熱性化学品，水反応可燃性化学品 

有機過酸化物 

支燃性・酸化性ガス 

酸化性液体 

酸化性固体 

 

 

高圧ガス 

以上は，物理化学的危険性。 

 

絵 

表 

示 
     

概 

要 

急性毒性（区分

4），皮膚腐食性・

刺激性（区分 2），

眼に対する重篤な損

傷・眼刺激性（区分

2A），皮膚感作性，

特定標的臓器・全身

毒性（単回ばく露）

（区分 3) 

急性毒性（区

分 1-3) 

金属腐食性物質 

皮膚腐食性・刺激性

（区分 lA-C)，眼に対

する重篤な損傷・眼刺

激性（区分 1) 

※太字は物理化学的危

険性も含む 

呼吸器感作性，生殖

細胞変異原性，発が

ん性，生殖毒性，特

定標的臓器・全身毒

性（単回ばく露）

（区分 1-2），特定

標的臓器・全身毒性

（反復ばく露），吸

引性呼吸器有害性 

水性環境有害

性 

以上は，健康および環境有害性。 

 
□急性毒性（経口）の区分と該当するラベル情報 

 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 

LD50（mg/kg） 

（判定基準） 
5 以下 50 以下 300 以下 2,000 以下 5,000 以下 

絵表示 

    

なし 

注意喚起語 危険 危険 危険 警告 警告 

危険有害性情報 飲み込むと生

命に危険 

飲み込むと生命

に危険 

飲み込むと有毒 飲み込むと有害 飲み込むと有

害のおそれ 

 
有害性 大                           有害性 小 
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２. 環境汚染物質排出移動登録（ＰＲＴＲ）について 

２－１ ＰＲＴＲとは 
ＰＲＴＲ（Pollutant Release and Transfer Register：環境汚染物質排出移動登録）とは，ヒト

の健康や生態系に有害な恐れのある化学物質が，どのような発生源からどれくらい環境中に排出された

か，あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し，集計し，公表する

仕組みである。 

対象化学物質を製造・使用している事業者は，環境中に排出した量と，廃棄物や下水として処理する

ために事業所の外へ移動させた量を自ら把握し，国（県）に対して年 1 回届出なければならない。国

は，そのデータを集計し，家庭や農地，自動車から排出されている対象化学物質量の推計データと併せ

て公表する。これにより，対象化学物質の毎年の発生源及び排出量を知ることが出来るようになってい

る。 

日本では，平成 11 年に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法

律（化管法）」により制度化され，実施されている。 

大学等の教育研究機関は，対象事業者として指定されており，取扱量の調査を実施している。各実験

室では，日頃より化学物質の購入，使用，廃棄の管理を徹底し，年に 1 回の調査にも対応できるよう，

ＣＲＩＳを活用いただきたい。 

 

 
 

２－２ 化管法の必要性 
現在，我々が享受している便利な生活は，洗剤，塗料，プラスチック，医薬品，農薬，ガソリン等，

多くの化学製品によって支えられている。これらの製品に含まれている多種多様な化学物質は，各製品

の生産，使用，廃棄の聞に様々な排出源から大気や水等の環境中に排出されており，我々人間を始めと

する生物は，それらを呼吸や食料の摂取によって，直接的・間接的に取り込んでいる。高度に文明化し

た社会では，化学製品は言うまでもなく大きな役割を果たしており，不可欠なものといえる。しかし，

その中には，発がんや内分泌錯乱を引き起こす恐れのある毒性物質やオゾン層の破壊を引き起こす恐れ

のある物質等，多くの有害化学物質が含まれており，適切な管理が求められている。 

日本では，これまで「大気汚染防止法」や「水質汚濁防止法」等によって，有害性が科学的に理解さ

れている，限られた物質について規制を行ってきた。しかし，環境中には何らかの環境リスクを持つ膨

大な種類の化学物質が排出されていることを考えると，従来の規制だけでは自ずと限界がある。我々が

使用，利用する化学物質による環境リスクを低減させるためには，行政による規制だけではなく，事業

者や市民あるいは非政府組織（ＮＧＯ）等も，それぞれの立場から協力して取り組む必要がある。その

ためには，どのような化学物質がどこからどこへ排出されているのか，また，その量はどれ位なのかと

いった基本的な情報を共有することが必要である。そして，それを可能にするための新しい化学物質管

理手法がＰＲＴＲである。 

 

２－３ 化管法の概要 
ＰＲＴＲ法は，ＰＲＴＲ制度とＳＤＳ制度を柱として，事業者による化学物質の自主的な管理の改善



26 
 

を促准し，環境の保全上の支障を未然に防止するための法律である。 

報告は，年間取扱量として，第一種指定化学物質は 1 トン以上を，特定第一種指定化学物質は 0.5 ト

ン以上の物質を対象としている。 

また，事業者が指定化学物質やそれを含む製品を他の事業者に出荷する際には，その相手方に対して

ＳＤＳを交付することにより，その成分や性質，取扱い方法，危険性，応急手当等に関する情報を提供

しなければならないと定められている。 

 

３. 化学兵器禁止法について 
３－１ 法規制の目的 

「化学兵器禁止法（化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律）」では，「化学兵器禁止条

約」及び「爆弾テロ防止条約」の的確な実施を確保するため，化学兵器の製造，所持，譲渡及び譲受を

禁止するとともに，特定物質の製造，使用等を規制する等の措置を講ずることを目的としている。 

 

３－２ 対象物質等 

ア. 毒性物質：ヒトが吸入し，又は接触した場合に，死に至らしめ，又は身体の機能を一次的若しく

は持続的に著しく害する性質を有する物質（施行令別表第三欄） 

イ. 化学兵器：砲弾，ロケット弾等の兵器であり，毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質を充

填したもの 

その他，特定物質，指定物質，有機化学物質，特定有機化学物質が施行令で定められている。 

 

３－３ 化学兵器の製造等の禁止 

次の行為を禁止行為としている。 

1）化学兵器の製造，所持，譲渡，譲受 

2）化学兵器の製造の用に供する目的での，毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質又はこれ

らの物質の原料となる物質の製造，所持，譲渡，譲受 

3）専ら化学兵器に使用される部品又は専ら化学兵器を使用する場合に用いられる機械器具の製造，所

持，譲渡，譲受 

 

３－４ 許可・届出等について 

特定物質を製造，使用する者は，経済産業大臣の許可を受けなければならない。また，運搬する場合

は，島根県公安委員会に届出て，運搬証明書の交付を受けなければならない。許可製造者は，日誌を備

え，製造数量，保有量等を記録しなければならない。特定物質が盗難，所在不明となった場合は，警察

官又は海上保安官へ届出なければならない。 

事業所等に対し，経済産業省職員の立ち会いの下，国際検査を受け入れる義務が課せられている。 

違反した場合は，処罰される。 
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４． 危険物の類別，指定数量及び品名等 
類 

別 性質 
指定数

量 

指定数

量 1/5 
品名 該当する物品例 

第

１

類 

酸化性固体 

第 1 種酸

化性固体 

50kg 10kg 塩素酸塩類 塩素酸ナトリウム，塩素酸カリウム，塩素酸バリウム 

過塩素酸塩類 過塩素酸ナトリウム，過塩素酸カリウム 

無機過酸化物 過酸化リチウム，過酸化ナトリウム，過酸化カリウム 

亜塩素酸塩類 亜塩素酸ナトリウム，亜塩素酸カリウム，亜塩素酸銅 

臭素酸塩類 臭素酸ナトリウム，臭素酸カリウム，臭素酸バリウム 

第 2 種酸

化性固体 

300kg 60kg 硝酸塩類 硝酸ナトリウム，硝酸カリウム，硝酸バリウム 

よう素酸塩類 よう素酸ナトリウム，よう素酸カリウム，よう素酸亜鉛 

過マンガン酸塩類 過マンガン酸カリウム，過マンガン酸ナトリウム 

重クロム酸塩類 重クロム酸アンモニウム，重クロム酸カリウム 

第 3 種酸

化性固体 

1,000kg 200kg その他，政令で定め

るもの 

過よう素酸塩類，亜硝酸塩類，次亜塩素酸塩類 

各前号に掲げるもの

のいずれか含有する

もの 

 

第

２

類 

可燃性固体 

 100kg 20kg 硫化りん 三硫化りん，五硫化りん，七硫化リン 

 赤りん  

 硫黄  

 500kg 100kg 鉄粉  

第 1 種可

燃性固体 

100kg 20kg 金属粉 アルミニウム粉，亜鉛粉 

マグネシウム  

その他，政令で定め

るもの 

 

第 2 種可

燃性固体 

500kg 100kg 各前号も掲げるもの

いずれかを含有する

もの 

 

 1,000kg 200kg 引火性固体 固形アルコール，ラッカーパテ，ゴムのり 

第

３

類 

自然発火性

物質及び禁

水性物質 

 10kg 2kg カリウム  

 ナトリウム  

 
アルキルアルミニウ

ム 

トリメチルアルミニウム，トリエチルアルミニウム 

 アルキルリチウム  

 20kg 4kg 黄りん  

第１種自

然発火性

物質及び

禁水性物

質 

10kg 2kg アルカリ金属（カリ

ウム及びナトリウム

を除く）及びアルカ

リ土類金属 

リチウム，カルシウム，バリウム，セシウム，ルビジウ

ム 

有機金属化合物 ジエチル亜鉛，トリエチルカリウム 

第 2 種自

然発火性

物質及び

禁水性物

質 

50kg 10kg 金属の水素化物 水素化リチウム，水素化ナトリウム，水素化カルシウム 

金属のりん化物 りん化カルシウム 

カルシウム又はアル

ミニウムの炭化物 

炭化カルシウム，炭化アルミニウム 

第 3 種自

然発火性

物質及び

禁水性物

質 

300kg 60kg その他，政令で定め

るもの 

トリクロロシラン 

各前号に掲げるもの

のいずれかを含有す

るもの 

 

第

４

類 

引火性液体 

 
50L 10L 特殊引火物 ジエチルエーテル，二硫化炭素，酸化プロピレン，アセ

トアルデヒド 

非水溶性

液体 

200L 40L 第 1 石油類 ガソリン，ベンゼン，トルエン，メチルエチルケトン，

酢酸エチル 

水溶性液

体 

400L 80L アセトン，ピリジン，アセトニトリル，ジエチルアミン 

 
400L 80L アルコール類 メチルアルコール，エチルアルコール，プロピルアルコ

ール 

非水溶性

液体 

1,000L 200L 第 2 石油類 灯油，軽油，キシレン 

水溶性液

体 

2,000L 400L 酢酸，プロピオン酸 

非水溶性

液体 

2,000L 400L 第 3 石油類 重油，クレオソート油，アニリン，ニトロベンゼン 

水溶性液

体 

4,000L 800L エチレングリコール，グリセリン 

 6,000L 1,200L 第 4 石油類 ギヤー油，シリンダー油，タービン油 

 10,000L 2,000L 動植物油類 ヤシ油，オリーブ油，綿実油 
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第

５

類 

自己反応性

物質 

第１種自

己反応性

物質 

10kg 2kg 

有機過酸化物 過酸化ベンゾイル，メチルエチルケトンパーオキサイド 

硝酸エステル 硝酸メチル，硝酸エチル，ニトログリセリン，ニトロセ

ルロース 

ニトロ化合物 トリニトロトリエン，ピクリン酸，ニトロメタン 

ニトロソ化合物 ジニトロペンタメチレン，テトラミン 

アゾ化合物 アゾビスイソブチロニトリル，アゾベンゼン 

ジアゾ化合物 ジアゾジニトロフェノール，ジアゾアミノベンゼン，ジ

アゾ酢酸エチル 

第 2 種自

己反応性

物質 

100kg 20kg 

ヒドラジンの誘導体 硝酸ヒドラジン，フェニルヒドラジン 

その他，政令で定め

るもの 

アジ化ナトリウム，硝酸グアジニン 

各前号に掲げるもの

のいずれかを含有す

る者 

 

第

６

類 

酸化性液体  300kg 60kg 

過塩素酸  

過酸化水素  

硝酸  

その他，政令で定め

るもの 

ふっ化塩素，三ふっ化臭素，五ふっ化よう素 

各前号に掲げるもの

のいずれかを含有す

る者 
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５. 麻薬取扱者免許関係 
□新規に申請する場合 

種別 資格 必要書類 
施用者 医師，歯科医師，獣医師 麻薬取扱者免許申請書，医師診断書 
管理者 医師，歯科医師，獣医師，薬剤師 麻薬取扱者免許申請書，医師診断書 
小売業者 薬局の開設許可を受けた者 麻薬取扱者免許申請書，医師診断書， 

法人は組織図又は業務分掌表  
※代表者の記名押印により証明されたもの 

□免許証の記載事項に変更があった場合（変更事由が生じてから 15 日以内に届出） 

種別 変更事項 必要書類 
施用者 ・住所，氏名 

・主又は従として診療に従事している麻薬診療施設の

名称，所在地（同一県内への転勤を含む） 
・従として診療に従事する麻薬診療施設の追加及び削

除 

麻薬免許証記載事項変更届 

管理者 ・住所，氏名 
・従事している麻薬診療施設の名称 

麻薬免許証記載事項変更届 

小売業者 ・住所，氏名 
・麻薬事業所の名称 

麻薬免許証記載事項変更届 

□免許の有効期間内に麻薬に関する業務を廃止した場合（変更事由が生じてから 15 日以内に届出） 

種別 届出の必要な事例 必要書類 
施用者 ・麻薬に関する業務を廃止したとき 

（診療所の閉鎖・県外への転勤，退職等） 
・死亡したとき（相続人が届出てください） 

麻薬取扱者業務廃止届， 
麻薬免許証 
※麻薬業務所の開設者はその施

設が麻薬業務所でなくなった時

は，所有する麻薬について譲

渡・譲受・廃棄等の手続きが必

要。 

管理者 ・麻薬に関する業務を廃止したとき（転勤，退職等） 
・死亡したとき（相続人が申し出） 
・麻薬診療施設の開設者が変更したとき 
（法人の変更，個人から法人への変更等） 
・麻薬診療施設の所在地が変わったとき 

小売業者 ・麻薬に関する業務を廃止したとき 
・薬局を廃止したとき 
・開設者が死亡，又は法人が解散したとき 
（相続人が届出） 
・薬局の開設者が変更したとき 
（法人の変更，個人から法人への変更等） 
・薬局が移転したとき 

麻薬取扱業務廃止届 
麻薬免許証 
※麻薬小売業者免許証を廃止し

た時は所有している麻薬につい

て譲渡・譲受・廃棄等の手続き

が必要。 
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６.  向精神薬試験研究施設設置関係 
□向精神薬試験研究施設設置者 

種別 必要書類 

向精神薬試験研究施設設置者登録 向精神薬試験研究施設設置者登録申請書，研究

所の平面図（向精神薬に関する学術研究又は試

験検査を行っている部分を朱書きで他の部分と

区別，向精神薬を貯蔵する建物又は部屋の見取

り図には，施錠場所（出入口等）を記入），記

載事項証明書 

記載事項の変更（事由発生後 30 日以内に届

出） 

向精神薬試験研究施設設置者登録証記載事項変更届

登録証，変更した事実を証する書面 

設置者の変更（事由発生後 30 日以内に届出） 設置者の変更届出書，変更前及び変更後の平面図 

業務廃止（廃止後 30 日以内に届出） 指定失効等に伴う覚醒剤原料所有数量報告 

取扱品目等変更 届出書，覚醒剤原料の保管場所及び保管設備変更の

場合，その変更した事実を証する書面 

 

７. 覚醒剤研究者関係 
□覚醒剤研究者 

種別 必要書類 

覚醒剤研究者の指定 
覚醒剤研究者指定申請書，申請者の履歴書， 

研究の計画書 

覚醒剤研究者の廃止（廃止の日から 15 日以

内に届出） 

覚醒剤研究者の研究廃止届，指定証 

指定証の返納（指定の有効期限が満了した

日，又は指定を取り消された日から 15 日以

内） 

覚醒剤研究者指定証返納届出書，指定証 

覚醒剤研究者等による定期報告（毎年 12 月

15 日までに県へ報告） 

覚醒剤定期報告書 

 

８. 覚醒剤原料研究者関係 
□覚醒剤原料研究者 

種別 必要書類 

覚醒剤原料研究者の指定 
覚醒剤原料研究者指定申請書，申請者の履歴書， 

研究の計画書，  

指定記載事項の変更（変更後 15 日以内に届

出） 

指定証記載事項変更届，指定証， 

変更した事実を証する書面 

指定証の返納（指定の有効期限が満了した

日，又は指定を取り消された日から 15 日以

内） 

指定証返納届出書，指定証 

業務廃止の届出（使用を必要とする研究を

廃止した日から 15 日以内） 

覚醒剤原料研究廃止届，指定証 
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９. 廃棄物処理法に規定されたマニフェストの流れ 
電子マニフェストの場合 

ア. 廃棄物の収集及び運搬までに，大学は，ＪＷＮＥＴ（電子マニフェストシステム）にログイン

し，マニフェスト情報を予約登録する。 

イ. 受渡確認票を印刷し，廃棄物の収集及び運搬時に収集運搬業者に廃棄物と共に引渡す。 

ウ. 大学は，廃棄物の引渡し日から 3 日以内（当日及び土日等を除く）に登録を行う。 

エ. 収集運搬業者は，運搬終了日から 3 日以内（当日及び土日等を除く）に運搬終了報告を行う。 

オ. 処分業者は，処分終了日から 3 日以内（当日及び土日等を除く）に処分終了報告を行う。 

カ. 最終処分業者は，最終処分終了確認日から 3 日以内（当日及び土日等を除く）に最終処分終了報

告を行う。 

キ. 大学は，処分終了報告確認期限切れ通知が届いた場合，処理状況を処分業者に確認し，処分が既

に終了している場合は処分業者が処分終了報告を行う。また，期限切れになった日から 30 日以内

に都道府県政令市に措置内容等報告書を提出する。 

 

紙マニフェストの場合 

ア. 大学は，７枚複写の管理票に廃棄物の種類，量等必要事項を記載し，収集運搬業者に渡し，その

うちの 1 枚(Ａ票）を受領，保管する。 

イ. 廃棄物運搬が終了すると，Ｂ２票が収集運搬業者から送付される。（収集運搬終了確認） 

ウ. 廃棄物の処分が終了すると，Ｄ票が処分業者から送付される。（処分終了の確認） 

エ. 最終処分が終了すると，Ｅ票が最終処分業者から送付される。（最終処分終了の確認） 

オ. 大学は，Ｂ２，Ｄ，Ｅ票で，処理処分の確認を行うとともに，返送されたマニフェストを５年間

保管しなければならない。 

カ. Ｂ２，Ｄ票が 90 日以内（特別管理については 60 日以内），Ｅ票が 180 日以内に返送されてこな

いとき，処理状況を確認し，適切な措置を講じるとともに，県知事に報告しなければならない。 

キ. マニフェストの交付状況報告書及び特別管理産業廃棄物処理実績報告書を年 1 回松江市又は出雲

市へ提出しなければならない。 
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１０． 高圧ガスの種類等 
ア. 圧縮ガス：常用の温度で 1 MPa（ゲージ圧力）以上になるもので，現に 1 MPa 以上のもの。35 ℃

以上で 1 MPa 以上となるもの（圧縮アセチレンガスを除く）。 

イ. 圧縮アセチレンガス：常用の温度で 0.2 MPa 以上になるもので，現に 0.2 MPa 以上のもの。15 ℃

以上で 0.2 MPa 以上になるもの。 

ウ. 液化ガス：常用の温度で 0.2 MPa 以上になるもので，現に 0.2 MPa 以上のもの。35 ℃以下で 0.2 

MPa 以上になるもの。 

エ. その他指定液化ガス：上記以外で，35 ℃で O MPa を超えるもののうち，政令で定めるもの。 

※液化シアン化水素，液化ブロムメチル，液化酸化エチレン 

 

ボンベの種類 

高圧ガスの種類 塗色の区分 

酸素ガス 黒色 

水素ガス 赤色 

液化炭酸ガス 緑色 

液化アンモニア 白色 

液化塩素 黄色 

アセチレンガス 褐色 

その他の種類の高圧ガス ねずみ色 
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問合わせ窓口と連絡先 

 

松江地区 

〇麻薬，向精神楽，あへん，覚せい剤関係： 

研究・地方創生部研究推進課   （内線 2380） 

〇労働安全衛生法関係，毒劇物・PRTR 関係，高圧ガス関係，廃棄物関係： 

総務部人事労務課安全衛生担当  （内線 2329） 

 

出雲地区 

〇麻薬，向精神楽，あへん，覚せい剤関係：医学部総務課企画調査係 （内線 2018）

〇毒劇物・PRTR 関係，廃棄物関係： 

医学部会計課施設管理室環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ担当 （内線 2549） 

〇労働安全衛生法関係： 医学部総務課労務管理担当   （内線 2013） 

〇高圧ガス関係：  医学部会計課施設管理室機械担当  （内線 2056） 


